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市
で
は
、3
月
1
日
付
で
医
療
職

員
の
人
事
異
動
を
行
い
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

《
市
長
事
務
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局
》

◆
部
長
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▽
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三
笠
総
合
病
院
医

務
局
看
護
部
長
／
髙
橋
真
美
枝（
市

立
三
笠
総
合
病
院
医
務
局
看
護
部
看

護
副
部
長
）

【
問
合
先
】総
務
課
職
員
係
☎
②
３
１

８
４

　

年
齢
以
上
に
脳
が
老
化
す
る
こ
と

を
予
防
し
、い
つ
ま
で
も
人
生
を
楽

し
む
た
め
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
日
時
】4
月
11
日
㈮
・
25
日
㈮
／
午

前
10
時
～
11
時
30
分

※
5
月
以
降
の
日
程
は
参
加
し
た
際

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
場
所
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー

【
対
象
】1
年
間
続
け
て
参
加
で
き
る

方（
年
齢
・
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
）

【
申
込
期
限
】4
月
8
日
㈫

【
申
込
・
問
合
先
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ

ン
タ
ー
健
康
係
☎
③
２
０
１
０

　
「
年
を
重
ね
る
と
動
け
な
く
な
る

の
は
当
た
り
前
」と
あ
き
ら
め
て
い

ま
せ
ん
か
。運
動
す
る
こ
と
で
衰
え

て
き
た
筋
力
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

【
日
時
】4
月
15
日
㈫
か
ら
隔
週
火
曜

日
／
午
前
10
時
～
11
時
30
分

※
1
年
間
を
通
し
て
開
催
。5
月
以

降
の
日
程
は
参
加
し
た
際
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

【
場
所
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー

【
内
容
】健
康
チ
ェ
ッ
ク
、体
力
測
定
、

ア
ン
ケ
ー
ト（
初
日
・
最
終
日
の
み
）、

い
す
に
座
っ
た
ま
ま
で
き
る
ス
ト
レ

ッ
チ
運
動
、チ
ュ
ー
ブ
や
ボ
ー
ル
を

使
っ
た
バ
ラ
ン
ス
運
動
な
ど

【
対
象
】市
内
在
住
で
65
歳
以
上
の
方	

【
講
師
】渓
仁
会
円
山
ク
リ
ニ
ッ
ク
健

康
運
動
指
導
士

【
定
員
】40
人

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
初
め
て
参

加
す
る
方
を
優
先
し
、そ
の
後
抽
選

で
決
定
し
ま
す
。

【
参
加
料
】無
料

【
申
込
期
限
】4
月
4
日
㈮

【
申
込
・
問
合
先
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ

ン
タ
ー
健
康
係
☎
③
２
０
１
０

人
事
異
動

脳
を
活
性
化
す
る

「
ひ
ま
わ
り
サ
ー
ク
ル
」

元
気
ア
ッ
プ
教
室

も
っ
と
元
気
に
な
り
た
い

高
齢
者
の
方
を
募
集
し
ま
す

区分 児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当
受給資格 中学校3年生以下の児童（15

歳到達後の最初の3月31日
まで）を養育している方

次に該当する児童（18歳到達後の最初
の3月31日まで。一定の障害がある場合
は20歳未満）を養育している方
▶父母が離婚などにより、父親・母親と
生計を同じくしていない児童
▶父・母が一定の障害の状態である児
童
▶父・母が1年以上遺棄されている児童
▶父・母が1年以上拘禁されている児童
▶婚姻によらないで生まれた児童
▶父・母が裁判所からのDV保護命令を
受けた児童など

身体や精神に重度
の障害のある児童
（20歳未満）を養育
している方

手当の額
（月額）

3歳未満…一律15,000円
3歳以上小学校終了前
…10,000円
（第3子以降は15,000円）
中学生…一律10,000円
※所得が622万円以上の方
に特例給付で5,000円を支
給します。

児童1人…41,020円～9,680円
第2子加算…5,000円
第3子以降加算…3,000円
※平成26年4月分手当	（8月支給分）から
0.7％減額となります。

1級…49,900円
2級…33,230円
※平成26年4月分手
当（8月支給分）から
0.7％減額となりま
す。

支給制限 所得制限があります。
支払月 2月、6月、10月 4月、8月、12月 4月、8月、11月

【手続・問合先】福祉事務所福祉総務係☎②3995

　次代を担う子供たちが、健やかに育つことを願って各種手当を支給します。
　現在、手当を受給していない方で該当すると思われる方はお問い合わせください。

児童養育に係る各種手当のご案内




